
JP 2007-12997 A5 2007.11.8

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 19年 11月 8日 (2007.11.8)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2007-12997(P2007-12997A)
【 公 開 日 】 平 成 19年 1月 18日 (2007.1.18)
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2007-002
【 出 願 番 号 】 特 願 2005-194037(P2005-194037)
【 国 際 特 許 分 類 】
                        Ｈ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ Ｌ   21/304    (2006.01)  21/304    (2006.01)  21/304    (2006.01)  21/304    (2006.01)  21/304    (2006.01)  21/304    (2006.01)  21/304    (2006.01)  21/304    (2006.01)
                        Ｈ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ Ｌ   21/677    (2006.01)  21/677    (2006.01)  21/677    (2006.01)  21/677    (2006.01)  21/677    (2006.01)  21/677    (2006.01)  21/677    (2006.01)  21/677    (2006.01)
                        Ｈ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ Ｌ   21/027    (2006.01)  21/027    (2006.01)  21/027    (2006.01)  21/027    (2006.01)  21/027    (2006.01)  21/027    (2006.01)  21/027    (2006.01)  21/027    (2006.01)
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/304   ６ ５ １ Ｂ
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/304   ６ ４ ８ Ａ
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/304   ６ ５ １ Ｌ
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/68          Ａ
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/30    ５ ６ ８
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 9月 25日 (2007.9.25)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
基 板 に 所 定 の 処 理 を 行 う 基 板 処 理 装 置 と 露 光 装 置 と の 間 に 配 置 さ れ る 基 板 乾 燥 装 置 で あ っ
て 、
　 前 記 露 光 装 置 に よ る 露 光 処 理 後 に 基 板 の 乾 燥 処 理 を 行 う 乾 燥 処 理 ユ ニ ッ ト を 含 む 乾 燥 処
理 部 と 、
　 前 記 基 板 処 理 装 置 と 前 記 乾 燥 処 理 部 と の 間 で 基 板 の 受 け 渡 し を 行 う た め の 第 １ の 受 け 渡
し 部 と 、
　 前 記 乾 燥 処 理 部 と 前 記 露 光 装 置 と の 間 で 基 板 の 受 け 渡 し を 行 う た め の 第 ２ の 受 け 渡 し 部
と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 乾 燥 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 基 板 の 乾 燥 処 理 前 に さ ら に 基 板 の 洗 浄 処 理 を 行 う こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 乾 燥 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
　 基 板 を 略 水 平 に 保 持 す る 基 板 保 持 手 段 と 、
　 前 記 基 板 保 持 手 段 に よ り 保 持 さ れ た 基 板 を そ の 基 板 に 垂 直 な 軸 の 周 り で 回 転 さ せ る 回 転
駆 動 手 段 と 、
　 前 記 基 板 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 基 板 上 に 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 基 板 上 に 洗 浄 液 が 供 給 さ れ た 後 に 基 板 上 に 不 活 性 ガ ス を 供 給
す る 不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 基 板 上 に 供 給 さ れ た 洗 浄 液 が 基 板
上 の 中 心 部 か ら 外 方 へ 移 動 す る こ と に よ り 基 板 上 か ら 排 除 さ れ る よ う に 不 活 性 ガ ス を 供 給



す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 乾 燥 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 洗 浄 液 が 供 給 さ れ た 後 で あ っ て 前 記
不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 に よ り 不 活 性 ガ ス が 供 給 さ れ る 前 に 、 基 板 上 に リ ン ス 液 を 供 給 す る リ
ン ス 液 供 給 手 段 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 は 、 前 記 リ ン ス 液 供 給 手 段 に よ り 基 板 上 に 供 給 さ れ た リ ン ス 液 が
基 板 上 の 中 心 部 か ら 外 方 へ 移 動 す る こ と に よ り 基 板 上 か ら 排 除 さ れ る よ う に 不 活 性 ガ ス を
供 給 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 乾 燥 処 理 部 は 、 前 記 露 光 装 置 に よ る 露 光 処 理 前 に 基 板 の 洗 浄 処 理 を 行 う 洗 浄 処 理 ユ ニ
ッ ト を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 洗 浄 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 基 板 の 洗 浄 処 理 後 に さ ら に 基 板 の 乾 燥 処 理 を 行 う こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ７ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 洗 浄 処 理 ユ ニ ッ ト は 、
　 基 板 を 略 水 平 に 保 持 す る 基 板 保 持 手 段 と 、
　 前 記 基 板 保 持 手 段 に よ り 保 持 さ れ た 基 板 を そ の 基 板 に 垂 直 な 軸 の 周 り で 回 転 さ せ る 回 転
駆 動 手 段 と 、
　 前 記 基 板 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 基 板 上 に 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 基 板 上 に 洗 浄 液 が 供 給 さ れ た 後 に 基 板 上 に 不 活 性 ガ ス を 供 給
す る 不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 基 板 上 に 供 給 さ れ た 洗 浄 液 が 基 板
上 の 中 心 部 か ら 外 方 へ 移 動 す る こ と に よ り 基 板 上 か ら 排 除 さ れ る よ う に 不 活 性 ガ ス を 供 給
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 洗 浄 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 洗 浄 液 が 供 給 さ れ た 後 で あ っ て 前 記
不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 に よ り 不 活 性 ガ ス が 供 給 さ れ る 前 に 、 基 板 上 に リ ン ス 液 を 供 給 す る リ
ン ス 液 供 給 手 段 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 不 活 性 ガ ス 供 給 手 段 は 、 前 記 リ ン ス 液 供 給 手 段 に よ り 基 板 上 に 供 給 さ れ た リ ン ス 液 が
基 板 上 の 中 心 部 か ら 外 方 へ 移 動 す る こ と に よ り 基 板 上 か ら 排 除 さ れ る よ う に 不 活 性 ガ ス を
供 給 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 乾 燥 処 理 部 は 、 前 記 第 １ の 受 け 渡 し 部 、 前 記 洗 浄 処 理 ユ ニ ッ ト 、 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し
部 お よ び 前 記 乾 燥 処 理 ユ ニ ッ ト の 間 で 基 板 を 搬 送 す る 第 １ の 搬 送 ユ ニ ッ ト を さ ら に 含 み 、
　 前 記 第 １ の 搬 送 ユ ニ ッ ト は 、 基 板 を 保 持 す る 第 １ お よ び 第 ２ の 保 持 手 段 を 含 み 、
　 前 記 第 １ の 受 け 渡 し 部 か ら 前 記 洗 浄 処 理 ユ ニ ッ ト へ 基 板 を 搬 送 す る 際 、 前 記 洗 浄 処 理 ユ
ニ ッ ト か ら 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し 部 へ 基 板 を 搬 送 す る 際 、 お よ び 前 記 乾 燥 処 理 ユ ニ ッ ト か ら
前 記 第 １ の 受 け 渡 し 部 へ 基 板 を 搬 送 す る 際 に は 、 前 記 第 １ の 保 持 手 段 に よ り 基 板 を 保 持 し
、
　 前 記 第 ２ の 受 け 渡 し 部 か ら 前 記 乾 燥 処 理 ユ ニ ッ ト へ 基 板 を 搬 送 す る 際 に は 、 前 記 第 ２ の
保 持 手 段 に よ り 基 板 を 保 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ ～ １ ２ の い ず れ か に 記 載 の 基 板
乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 第 ２ の 保 持 手 段 は 前 記 第 １ の 保 持 手 段 よ り 下 方 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ３ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
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前 記 第 ２ の 受 け 渡 し 部 は 、 前 記 処 理 部 と 前 記 露 光 装 置 と の 間 で 基 板 を 搬 送 す る 第 ２ の
搬 送 ユ ニ ッ ト を 含 み 、
　 前 記 第 ２ の 搬 送 ユ ニ ッ ト は 、 基 板 を 保 持 す る 第 ３ お よ び 第 ４ の 保 持 手 段 を 含 み 、
　 前 記 露 光 装 置 に よ る 露 光 処 理 前 の 基 板 を 搬 送 す る 際 に は 前 記 第 ３ の 保 持 手 段 に よ り 基 板
を 保 持 し 、
　 前 記 露 光 装 置 に よ る 露 光 処 理 後 の 基 板 を 搬 送 す る 際 に は 前 記 第 ４ の 保 持 手 段 に よ り 基 板
を 保 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ４ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 第 ４ の 保 持 手 段 は 前 記 第 ３ の 保 持 手 段 よ り 下 方 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ５ 記 載 の 基 板 乾 燥 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
露 光 装 置 に 隣 接 す る よ う に 配 置 さ れ る 基 板 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 基 板 に 所 定 の 処 理 を 行 う た め の 基 板 処 理 装 置 と 、
　 前 記 基 板 処 理 装 置 と 前 記 露 光 装 置 と の 間 に 配 置 さ れ る 請 求 項 １ ～ １ ６ の い ず れ か に 記 載
の 基 板 乾 燥 装 置 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 基 板 処 理 装 置 は 、 基 板 に 感 光 性 材 料 か ら な る 感 光 性 膜 を 形 成 す る 感 光 性 膜 形 成 ユ ニ ッ
ト を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ 記 載 の 基 板 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 基 板 処 理 装 置 は 、 前 記 感 光 性 膜 を 保 護 す る 保 護 膜 を 形 成 す る 保 護 膜 形 成 ユ ニ ッ ト を さ
ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ 記 載 の 基 板 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 基 板 処 理 装 置 は 、 前 記 露 光 装 置 に よ る 露 光 処 理 後 に 前 記 保 護 膜 を 除 去 す る 除 去 ユ ニ ッ
ト を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ９ 記 載 の 基 板 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ １ 】
前 記 基 板 処 理 装 置 は 、 前 記 感 光 性 膜 形 成 ユ ニ ッ ト に よ る 感 光 性 膜 の 形 成 前 に 基 板 に 反 射 防
止 膜 を 形 成 す る 反 射 防 止 膜 形 成 ユ ニ ッ ト を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ ～ ２ ０
の い ず れ か に 記 載 の 基 板 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
前 記 基 板 処 理 装 置 は 、 基 板 の 現 像 処 理 を 行 う 現 像 処 理 ユ ニ ッ ト を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ ８ ～ ２ １ の い ず れ か に 記 載 の 基 板 処 理 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 近 年 、 デ バ イ ス の 高 密 度 化 お よ び 高 集 積 化 に 伴 い 、 レ ジ ス ト パ タ ー ン の 微 細 化 が 重 要 な
課 題 と な っ て い る 。 従 来 の 一 般 的 な 露 光 装 置 に お い て は 、 の パ タ ー ン を 投 影 レ ン
ズ を 介 し て 基 板 上 に 縮 小 投 影 す る こ と に よ っ て 露 光 処 理 が 行 わ れ て い た 。 し か し 、 こ の よ
う な 従 来 の 露 光 装 置 に お い て は 、 露 光 パ タ ー ン の 線 幅 は 露 光 装 置 の 光 源 の 波 長 に よ っ て 決
ま る た め 、 レ ジ ス ト パ タ ー ン の 微 細 化 に 限 界 が あ っ た 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 第 ２ の 受 け 渡 し 部 は 、 処 理 部 と 露 光 装 置 と の 間 で 基 板 を 搬 送 す る 第 ２ の 搬 送 ユ ニ ッ
ト を 含 み 、 第 ２ の 搬 送 ユ ニ ッ ト は 、 基 板 を 保 持 す る 第 ３ お よ び 第 ４ の 保 持 手 段 を 含 み 、 露
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光 装 置 に よ る 露 光 処 理 前 の 基 板 を 搬 送 す る 際 に は 第 ３ の 保 持 手 段 に よ り 基 板 を 保 持 し 、 露
光 装 置 に よ る 露 光 処 理 後 の 基 板 を 搬 送 す る 際 に は 第 ４ の 保 持 手 段 に よ り 基 板 を 保 持 し て も
よ い 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ４ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ４ ７ 】
第 ２ の 回 動 モ ー タ ６ ７ １ に よ り 第 ２ の 回 動 軸 ６ ７ ２ が 回 転 す る と と も に 第 ２ の ア ー ム ６ ７
３ が 回 動 し 、 乾 燥 処 理 用 ノ ズ ル ６ ７ ０ が ス ピ ン チ ャ ッ ク ２ １ に よ り 保 持 さ れ た 基 板 Ｗ の
上 方 に 移 動 す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】

(4) JP 2007-12997 A5 2007.11.8

６



【 図 ５ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(5) JP 2007-12997 A5 2007.11.8


	header
	written-amendment

